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占冠村の放射線量の状況（９月分）
測定日　令和５年９月７日(木)

【単位：マイクロシーベルト毎時】
測定場所 測定時間 天候 測定値

中央小学校グランド 16時08分 晴 0.041
双民館グランド 15時55分 晴 0.048
占冠地域交流館グランド 15時40分 晴 0.044
占冠保育所グランド 16時14分 晴 0.042
トマム学校グランド 15時00分 晴 0.027
トマム保育所グランド 14時55分 晴 0.037

※北海道の空間放射線量率モニタリング結果（上川総合振興
　局 0.021～0.098）と比較して平常レベルと判断されます。
　「北海道の空間放射線率モニタリング結果」は、下記のホ
　ームページで公開されています。
　『環境放射線測定結果【北海道立衛生研究所】』
　http://www.iph.pref.hokkaido.jp
問　総務課総務担当　☎　56‐2121

運転免許更新時講習会
会場：富良野地域人材開発センター
　　　富良野市西麻町１番１号

お知らせ
nformation

村営住宅等入居者募集のご案内■入 居 資 格

　次の条件を満たす方が申し込むことができます。
　●占冠村にお住まいの方、村外から移住される方
　●月収が15万8,000円以下の方
（例えば、給与収入者で扶養家族がある場合、源泉
徴収票の給与所得控除後の金額から同居扶養控除 
等の金額を引き、残りの額を12カ月で割った金額 
が15万8,000円以下の方）
※敷金の納入が必要です。
※連帯保証人が２人必要です。
★入居者と同等以上の収入のある方

■家　　　　賃　�入居される世帯の収入等に応じて
決定されます。

■入居可能日　概ね11月１日(水)
■入 居 決 定　�入居者選考委員会の審査によりま

す。
■申込受付場所　建設課建築担当
　　　　　　　　トマム支所
■お問い合わせ　建設課建築担当　☎　56‐2172

募集団地 受付期限10月16日（月）

※第２千歳団地は所得基準が異なります。
　詳しくは建設課建築担当へお問い合わせください。

2023年10月号 2023年10月号

■優良講習（30分）
　◎10月５日(木)　13時～

　◎10月13日(金)　13時～

■一般講習（１時間）
　◎10月５日(木)　14時～

　◎10月13日(金)　14時～

■違反講習（２時間）
　◎10月10日(火)　13時～

　◎10月24日(火)　13時～

　解雇や賃金未払い、ハラスメントなどの労働問題で
悩んでいませんか？
　北海道労働委員会では、労働問題に詳しい経験豊か
な「あっせん員」が、当事者双方からお話を伺い、問
題点を整理した上で助言等を行い、歩み寄りによる解
決を図る「あっせん」を行っております。「あっせん」
の利用は無料で、迅速な解決をめざします。

　　
個別的労使紛争あっせん制度について

問　北海道労働委員会事務局調整課　
☎　011‐204‐5667

●中央地区　　７戸
　○中央団地　　　　１ＬＤＫ　２戸
　　　　　　　　　　２ＬＤＫ　２戸
　　　　　　　　　　３ＬＤＫ　１戸
　○第２千歳団地※　４ＬＤＫ　２戸

※警察署等で更新手続きを終えていなけ　
　れば、更新時講習は受講できません。

問　富良野警察署　☎　22‐0110

お悔やみ申し上げます

令和５年８月18日ご逝去
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借金・金融一般相談会のご案内

　北海道財務局の専門の相談員が「借金の悩み」「金
融問題」を親身になってお聴きし、あなたに合った解
決方法を提案します。相談無料・予約不要ですので、
ぜひお気軽にご利用ください。

北海道水資源の保全に関する条例
に基づく事前届け出について

　この条例は、水資源の保全に関する施策を総合的に
推進し、本道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と
将来の世代が享受できるよう、道民の総意として制定
したものであり、水資源保全地域に指定された区域内
で土地取引行為を行う場合は、土地の権利者は、契約
締結の3カ月前までに知事へ届け出が必要です。

　　　　   指定地域は、こちらからもご覧になれます。
　　　　　

問　北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係
☎　011‐204‐5178
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①売買前に届け出
　（３カ月前）

②水資源保全指針
　等に沿って助言

③助言内容を
　　伝達

水資源保全地域
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国土交通省では、土地基本法の趣旨を踏まえ、土地
についての基本理念および土地対策の重要性について
国民の理解と関心を高めるため、毎年10月を「土地
月間」と定め、普及・啓発活動を実施しています。

この取り組みに合わせて（一財）土地情報センター
のホームページでは、「土地月間パンフ
レット」や「わかりやすい土地読本」を
公開しています。

　土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積
以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用
計画法の規定により、その土地が所在する"市町村"
に届け出が必要です。

一定面積以上の土地の取引をした
ときは届け出が必要です

問　北海道上川総合振興局地域創生部地域政策課
☎　0166‐46‐5914

10月は「土地月間」
10月1日は「土地の日」です！

北海道労働委員会　個別あっせん 検索
土地情報センター 検索

日　時　令和５年10月25日(水)　午前10時～正午
場　所　旭川地方合同庁舎  西館１階  第１共用会議室
　　　　旭川市宮前１条３丁目３番15号
問　北海道財務局　相談員直通（常設）
☎　011‐807‐5144

【届出先】
・北海道
　（土地の所在する各総合振興局・振興局）
・権限移譲市町村（下記８市町）
　稚内市、北斗市、倶知安町、上富良野町、下川町、
　枝幸町、厚真町、むかわ町

日　時　令和５年10月30日(月)
　　　　午後１時～午後４時30分
場　所　富良野市複合庁舎　会議室A
　　　　富良野市弥生町１番１号
内　容　・公的年金(在職老齢年金と繰下げ制度)について
　　　　　《講師：社会保険労務士　沼田　紘司》
　　　　・助成金申請(65歳超雇用推進助成金とキャリア
　　　　　  アップ助成金)について
　　　　　《講師：特定社会保険労務士　羽川　隆雄》
対　象　事業主、総務担当者、社労士等
料　金　無料
定　員　30人（予定）
申　込　不要（当日、直接会場へ）

社労士制度推進月間
道北支部富良野セミナーのご案内

問　北海道社会保険労務士会道北支部富良野部会
☎　23‐3118

 【届け出の対象となる面積】
・市街化区域　２千㎡以上
・市街化区域以外の都市計画区域内　５千㎡以上
・都市計画区域外　１万㎡以上
 【届出者】
　土地の権利取得者（買い主等）
 【届出期限】
　契約締結日から２週間以内
　※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協
　　力願います。
 【提出書類】　各３部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上の地
　形図
・土地およびその付近の状況を明らかにした５千分の
　１以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状（代理人が届け出する場合）
 【罰則】
　届け出をしないと法律で罰せられる
　ことがあります。

問　企画商工課企画担当（届出先）　☎　56‐2124

国土利用計画法　北海道 検索

●トマム地区　２戸
　○第２トマム団地　３ＬＤＫ　２戸

●占冠地区　　１戸
　○占冠団地　　　　３ＬＤＫ　１戸

北海道水資源 検索


